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(57)【要約】
【課題】体表に近いところに存在する表層筋だけでなく
、その下側に存在する深層筋も適切に保護することがで
き、着用者の身体にかかる負担を軽減したり、着用者の
表層筋と深層筋とのそれぞれに故意に負荷をかけて筋力
を鍛えたりすることのできる衣類を提供する。
【解決手段】衣類３００を、身体被覆地における着用者
の筋肉又は靭帯に沿う部分に補強部１５１～１６０，１
７０～１７８，２５０～２６２，２７０～２７２が設け
られたものとし、ある筋肉又は靭帯を補強するための補
強部１５１～１６０，１７０～１７８（補強部αとする
）と、補強部αが補強する筋肉又は靭帯に重なる他の筋
肉又は靭帯を補強するための補強部２５０～２６２，２
７０～２７２（補強部βとする）とが重なって配され、
補強部αと補強部βとが、少なくともそれぞれの端部を
除く部分において互いに分離されたものとした。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体被覆地における着用者の筋肉又は靭帯に沿う部分に補強部が設けられた衣類であっ
て、
　ある筋肉又は靭帯を補強するための補強部（補強部αとする）と、補強部αが補強する
筋肉又は靭帯に重なる他の筋肉又は靭帯を補強するための補強部（補強部βとする）とが
重なって配され、
　補強部αと補強部βとが、少なくともそれぞれの端部を除く部分において互いに分離さ
れたことを特徴とする衣類。
【請求項２】
　身体被覆地が、補強部αが一体化された第一被覆地と、第一被覆地に重なって配されて
補強部βが一体化された第二被覆地とで構成された請求項１記載の衣類。
【請求項３】
　第一被覆地と第二被覆地とが、補強部αの端部又は補強部βの端部となる部分で互いに
固定された請求項２記載の衣類。
【請求項４】
　第一被覆地と第二被覆地とが編地又は織地によって形成され、
　第一被覆地における補強部αの編み方又は織り方と第一被覆地における補強部α以外の
部分（非補強部α’とする）の編み方又は織り方とが切り替えられて、補強部αの伸び率
よりも非補強部α’の伸び率が高くされるとともに、
　第二被覆地における補強部βの編み方又は織り方と第二被覆地における補強部β以外の
部分（非補強部β’とする）の編み方又は織り方とが切り替えられて、補強部βの伸び率
よりも非補強部β’の伸び率が高くされた請求項２記載の衣類。
【請求項５】
　第一被覆地における補強部αの伸び率が１１０％以上、２００％以下であり、第一被覆
地における補強部α以外の部分（非補強部α’とする）の伸び率が補強部αの伸び率より
も大きく、かつ３００％以下であり、第二被覆地における補強部βの伸び率が１１０％以
上、２００％以下であり、第二被覆地における補強部β以外の部分（非補強部β’とする
）の伸び率が補強部βの伸び率よりも大きく、かつ３００％である請求項２記載の衣類。
【請求項６】
　補強部αと補強部βとが、舌骨下筋を補強するための舌骨下筋補強部、大胸筋を補強す
るための大胸筋補強部、腹横筋を補強するための腹横筋補強部、上腕二頭筋を補強するた
めの上腕二頭筋補強部、長掌筋を補強するための長掌筋補強部、短内転筋を補強するため
の短内転筋補強部、長内転筋を補強するための長内転筋補強部、大内転筋を補強するため
の大内転筋補強部、大腿二頭筋を補強するための大腿二頭筋補強部、半腱様筋を補強する
ための半腱様筋補強部、腓骨筋を補強するための腓骨筋補強部、小菱形筋を補強するため
の小菱形筋補強部、大菱形筋を補強するための大菱形筋補強部、頚板状筋を補強するため
の頚板状筋補強部、棘上筋を補強するための棘上筋補強部、棘下筋を補強するための棘下
筋補強部、小円筋を補強するための小円筋補強部、上腕三頭筋を補強するための上腕三頭
筋補強部、脊柱起立筋を補強するための脊柱起立筋補強部、ヒラメ筋を補強するためのヒ
ラメ筋補強部、胸鎖乳突筋を補強するための胸鎖乳突筋補強部、三角筋を補強するための
三角筋補強部、腹直筋を補強するための腹直筋補強部、外腹斜筋を補強するための外腹斜
筋補強部、尺側手根屈筋を補強するための尺側手根屈筋補強部、とう側手根屈筋を補強す
るためのとう側手根屈筋補強部、縫工筋を補強するための縫工筋補強部、殿筋を補強する
ための殿筋補強部、大腿四頭筋を補強するための大腿四頭筋補強部、内側頭腓腹筋を補強
するための内側頭腓腹筋補強部、膝蓋支帯を補強するための膝蓋支帯補強部、前脛骨筋を
補強するための前脛骨筋補強部、僧帽筋を補強するための僧帽筋補強部、広背筋を補強す
るための広背筋補強部、外側頭腓腹筋を補強するための外側頭腓腹筋補強部の中から選ば
れる互いに重なって配される少なくとも１組の補強部である請求項１記載の衣類。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者の筋肉や靭帯を適切に保護したり、着用者の筋肉に適切な負荷をかけ
て筋力増強の手助けをしたりすることのできる、シャツやタイツなどの衣類に関する。
【背景技術】
【０００２】
　介護現場において、介護者は、被介護者の身体をベッドから起こしたり、抱きかかえて
持ち上げたりなど、肉体的に大きな疲労を伴う作業を日常的に行っている。このため、介
護者の中には、筋肉や靭帯を痛めてしまう者も多い。また、介護者が非力である場合には
、被介護者の身体を思ったように動かすことができず、被介護者の身体をちょっと動かす
だけでも一苦労することがある。
【０００３】
　このような実状に鑑みてか、これまでには、着用者の身体部位を保護することを目的と
した介護用の衣類も提案されている。例えば、特許文献１には、着用者の腰を締め付ける
ことができるようにしたズボンが記載されている。これにより、着用者の腰にかかる負担
を軽減することができるとされている。
【０００４】
　しかし、特許文献１のズボンは、腰以外の身体部位を保護できるものとはなっていなか
った。介護における作業では、腰だけでなく、腕や脚、腹筋や背筋など、複数の身体部位
に負担がかかるため、介護用の衣類には、これら複数の身体部位にかかる負担を適切に軽
減することが要求される。
【０００５】
　ところで、介護用の衣類ではなく、スポーツ用の衣類では、着用者の前脛骨筋や中殿筋
や大腿四頭筋に沿って線状の抵抗ラインを形成したものが提案されている（例えば、特許
文献２）。これにより、筋肉を保護することが可能になり、肉離れなどの障害を予防する
ことができるとされている。
【０００６】
　しかし、特許文献２の衣類は、体表に近いところに存在するいわゆる表層筋しか保護で
きないものとなっており、その下側に存在する深層筋を保護することができるものとはな
っていなかった。例えば、上述した前脛骨筋や中殿筋や大腿四頭筋はいずれも表層筋であ
り、その下側には、短内転筋や長内転筋や大内転筋などの深層筋が存在している。
【０００７】
　着用者の身体をより適切に保護するためには、表層筋だけでなく深層筋もしっかりと保
護する必要があるが、このような要求を満たす衣類は見当たらなかった。
【０００８】
　また、これまでには、着用者の筋肉に故意に負荷をかけてエネルギーの消耗を促進させ
ることにより、身体を鍛えることができるようにした衣類も提案されている（例えば、特
許文献３）。しかし、この種の衣類においても、表層筋と深層筋とを互いに効果的に鍛え
ることのできるものは見当たらなかった。
【０００９】
【特許文献１】特開２００８－０８１８６４号公報
【特許文献２】特開２００６－１４４２１０号公報
【特許文献３】特開２００６－２１９７７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、体表に近いところに存在す
る表層筋だけでなく、その下側に存在する深層筋も適切に保護することのでき、着用者の
身体にかかる負担を軽減したり、着用者の表層筋と深層筋とのそれぞれに故意に負荷をか
けて筋力を鍛えたりすることのできる衣類を提供するものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題は、身体被覆地における着用者の筋肉又は靭帯に沿う部分に補強部が設けられ
た衣類であって、ある筋肉又は靭帯を補強するための補強部（補強部αとする）と、補強
部αが補強する筋肉又は靭帯に重なる他の筋肉又は靭帯を補強するための補強部（補強部
βとする）とが重なって配され、補強部αと補強部βとが、少なくともそれぞれの端部を
除く部分において互いに分離されたことを特徴とする衣類を提供することによって解決さ
れる。
【００１２】
　これにより、体表に近いところに存在する表層筋だけでなく、その下側に存在する深層
筋を保護又は鍛錬することが可能になる。また、補強部αと補強部βとが重なった部分が
互いに固定されていると、補強部αと補強部βとが強く干渉しあい、補強部αによって補
強される筋肉又は靭帯と補強部βによって補強される筋肉又は靭帯とが適切に保護又は鍛
錬されなくなるおそれがあるが、本発明の衣類のように、補強部αと補強部βとが重なっ
た部分を互いに分離しておくことによって、補強部αによって補強される筋肉又は靭帯と
補強部βによって補強される筋肉又は靭帯とを独立して保護又は鍛錬することが可能にな
る。この構成は、補強部αによって補強される筋肉又は靭帯と補強部βによって補強され
る筋肉又は靭帯とが交差している場合に特に有効である。
【００１３】
　ここで、「筋肉」とは、その中央にある筋腹だけでなく、筋腹の両端部を骨に接続する
付根部分（腱）をも含む概念である。また、「補強部αと補強部βとが、少なくともそれ
ぞれの端部を除く部分において互いに分離され」とは、補強部αにおける筋肉又は靭帯の
付根部分に重なる部分と、補強部βにおける筋肉又は靭帯の付根部分に重なる部分とを除
いて、補強部αと補強部βとが互いに固定されることなく、独立して伸縮することのでき
る状態をいう。
【００１４】
　本発明の衣類において、補強部αと補強部βは、共通の身体被覆地に固定されたもの（
例えば、補強部αが固定されたものと同じ身体被覆地に補強部βの両端部を固定し、補強
部βを補強部αの上方で跨がせたもの。）であってもよい。しかし、この場合には、補強
部αや補強部βにおける身体被覆地から浮いた部分が捩れるなどの不具合が生じるおそれ
がある。
【００１５】
　このため、身体被覆地を、補強部αが一体化された第一被覆地と、第一被覆地に重なっ
て配されて補強部βが一体化された第二被覆地とで構成すると好ましい。これにより、補
強部αと補強部βとを独立して伸縮させながらも、補強部αと補強部βとが捩れないよう
にすることが可能になる。
【００１６】
　この場合、第一被覆地と第二被覆地は、互いに固定することなく、重ねただけの状態で
あってもよいが、その一部で互いに固定することが好ましい。このように、第一被覆地と
第二被覆地とを互いに固定することによって、補強部αに対する補強部βの位置を正確に
設定することが可能になる。また、衣類の着用を一度で済ませることも可能になる。
【００１７】
　第一被覆地と第二被覆地を固定する場所は、補強部αと補強部βとが重なった部分（そ
れぞれの端部を除く）以外であれば特に限定されないが、補強部αの端部又は補強部βの
端部となる部分で互いに固定すると好ましい。これにより、第一被覆地と第二被覆地とを
互いに固定しても、補強部αと補強部βとを独立して伸縮させることが可能になる。
【００１８】
　本発明の衣類において、身体被覆地における補強部と、身体被覆地における補強部以外
の部分（非補強部とする）は、補強部の伸び率が非補強部の伸び率よりも小さくなるので
あれば、その形成の仕方は特に限定されない。例えば、身体被覆地に別の生地を重ねて固
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定し、その別の生地が重なった部分を補強部とし、それ以外の部分を非補強部とする方法
や、身体被覆地における補強部となる部分を、非補強部よりも伸び率の小さな別の生地で
切り替える方法などが挙げられる。
【００１９】
　しかし、衣類の軽量化や強度の向上を図るためには、身体被覆地を編地又は織地によっ
て形成し、身体被覆地における補強部の編み方又は織り方と非補強部における編み方又は
織り方とを切り替えると好ましい。これにより、補強部を薄く形成して衣類を軽量化する
だけでなく、補強部と非補強部とを継ぎ目の無い状態で形成することも可能になるので、
衣類の強度を向上することもできる。
【００２０】
　上述したように、身体被覆地を第一被覆地と第二被覆地とで構成する場合には、第一被
覆地と第二被覆地とを編地又は織地によって形成し、第一被覆地における補強部αの編み
方又は織り方と第一被覆地における補強部α以外の部分（非補強部α’とする）の編み方
又は織り方とを切り替え、補強部αの伸び率よりも非補強部α’の伸び率を高くするとと
もに、第二被覆地における補強部βの編み方又は織り方と第二被覆地における補強部β以
外の部分（非補強部β’とする）の編み方又は織り方とを切り替えて、補強部βの伸び率
よりも非補強部β’の伸び率を高くすると好ましい。
【００２１】
　ここで、「補強部の編み方又は織り方と非補強部における編み方又は織り方とを切り替
える」とは、補強部と非補強部とで、編み組織又は織り組織、目の大きさ、使用する糸の
種類や太さなどを切り替えることをいう。また、「伸び率」とは、「ＪＩＳ　Ｌ　１０１
８」に規定される定荷重法に準拠して測定された定荷重時伸び率（％）のことをいう。
【００２２】
　ところで、補強部の伸び率と非補強部の伸び率とをそれぞれどの程度に設定するのかは
、特に限定されない。しかし、補強部の伸び率を小さくしすぎると、筋肉や靭帯に過度な
負担がかかるおそれがあるし、補強部の伸び率を大きくしすぎると、筋肉や靭帯を補強す
る効果が低下するおそれがある。また、非補強部の伸び率を小さくしすぎると、衣類を着
用した際に着用者が圧迫感を感じるおそれがあるし、非補強部の伸び率を大きくしすぎる
と、非補強部が伸びすぎて、所望の効果が奏されなくなるおそれがある。このため、補強
部の伸び率と非補強部の伸び率は、これらのことを考慮して適宜決定する。
【００２３】
　特に、身体被覆地を第一被覆地と第二被覆地とで構成する場合には、第一被覆地におけ
る補強部αの伸び率を１１０～２００％とし、第一被覆地における補強部α以外の部分（
非補強部α’とする）の伸び率を補強部αの伸び率よりも大きく、かつ３００％以下とし
、第二被覆地における補強部βの伸び率が１１０～２００％とし、第二被覆地における補
強部β以外の部分（非補強部β’とする）の伸び率を補強部βの伸び率よりも大きく、か
つ３００％以下とすると好ましい。
【００２４】
　また、本発明の衣類において、補強部αと補強部βを設ける場所は、着用者の筋肉又は
靭帯に沿う部分であれば特に限定されない。具体的には、補強部αと補強部βとを、舌骨
下筋（胸骨甲状筋、甲状舌骨筋、肩甲舌骨筋又は甲状腺挙筋）を補強するための舌骨下筋
補強部、大胸筋を補強するための大胸筋補強部、腹横筋を補強するための腹横筋補強部、
上腕二頭筋を補強するための上腕二頭筋補強部、長掌筋を補強するための長掌筋補強部、
短内転筋を補強するための短内転筋補強部、長内転筋を補強するための長内転筋補強部、
大内転筋を補強するための大内転筋補強部、大腿二頭筋を補強するための大腿二頭筋補強
部、半腱様筋を補強するための半腱様筋補強部、腓骨筋を補強するための腓骨筋補強部、
小菱形筋を補強するための小菱形筋補強部、大菱形筋を補強するための大菱形筋補強部、
頚板状筋を補強するための頚板状筋補強部、棘上筋を補強するための棘上筋補強部、棘下
筋を補強するための棘下筋補強部、小円筋を補強するための小円筋補強部、上腕三頭筋を
補強するための上腕三頭筋補強部、脊柱起立筋を補強するための脊柱起立筋補強部、ヒラ
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メ筋を補強するためのヒラメ筋補強部、胸鎖乳突筋を補強するための胸鎖乳突筋補強部、
三角筋を補強するための三角筋補強部、腹直筋を補強するための腹直筋補強部、外腹斜筋
を補強するための外腹斜筋補強部、尺側手根屈筋を補強するための尺側手根屈筋補強部、
とう側手根屈筋を補強するためのとう側手根屈筋補強部、縫工筋を補強するための縫工筋
補強部、殿筋（中殿筋、大殿筋又は大腿筋膜腸筋）を補強するための殿筋補強部、大腿四
頭筋（内側広筋、大腿直筋、外側広筋又は中間広筋）を補強するための大腿四頭筋補強部
、内側頭腓腹筋を補強するための内側頭腓腹筋補強部、膝蓋支帯を補強するための膝蓋支
帯補強部、前脛骨筋を補強するための前脛骨筋補強部、僧帽筋を補強するための僧帽筋補
強部、広背筋を補強するための広背筋補強部、外側頭腓腹筋を補強するための外側頭腓腹
筋補強部の中から選ばれる互いに重なって配される少なくとも１組の補強部とすると好ま
しい。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明によって、体表に近いところに存在する表層筋だけでなく、その
下側に存在する深層筋も適切に保護することができ、着用者の身体にかかる負担を軽減し
たり、着用者の表層筋と深層筋とのそれぞれに故意に負荷をかけて筋力を鍛えたりするこ
とのできる衣類を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の衣類の好適な実施態様を、図面を用いてより具体的に説明する。図１は、本発
明の衣類における第一被覆地１００を示した正面図である。図２は、本発明の衣類におけ
る第一被覆地１００を示した背面図である。図３は、本発明の衣類における第二被覆地２
００を示した正面図である。図４は、本発明の衣類における第二被覆地２００を示した背
面図である。図５は、本発明の衣類３００（図１の第一被覆地１００と図３の第二被覆地
２００とを重ねた状態）を示した正面図である。図６は、本発明の衣類３００（図２の第
一被覆地１００と図４の第二被覆地２００とを重ねた状態）を示した背面図である。
【００２７】
　本発明の衣類３００は、シャツなどの上衣や、タイツなどの下衣として好適に利用する
ことができる。上衣の袖の長さや、下衣の裾の長さは、腕や脚の筋肉や靭帯を全体的に保
護又は鍛錬することを考慮すると、長くする方が好ましいが、衣類３００を着用する季節
や用途に応じて短くすることもできる。また、着用者の全身の筋肉や靭帯を全体的に保護
又は鍛錬することを考慮すると、本発明の衣類３００を、上衣と下衣とを組み合わせた上
下分離型のタイツや、これらを繋ぎ合わせた上下繋ぎ型のタイツとすることも好ましい。
【００２８】
　上下分離型のタイツは、着用しやすいという利点があるが、着用時に上衣の裾が上方に
捲れ上がったり、下衣が下方にずり下がったりしやすいことに加えて、脊柱起立筋や広背
筋のように、着用者の上半身と下半身に跨って存在する筋肉を好適に保護又は鍛錬しにく
いという欠点がある。一方、上下繋ぎ型のタイツは、着用しにくいという欠点があるが、
着用時に上衣や下衣が捲れにくいことに加えて、着用者の上半身と下半身に跨って存在す
る筋肉でも好適に保護又は鍛錬できるという利点がある。本実施態様の衣類３００は、図
５と図６に示すように、長袖の上衣と長裾の下衣とを一体化させた上下繋ぎ型のタイツと
している。
【００２９】
　本実施態様の衣類３００は、図１～図６に示すように、第一被覆地１００と第二被覆地
２００とにおける着用者の筋肉又は靭帯に沿う部分に、補強部１５１～１６０，１７０～
１７８，２５０～２６２，２７０～２７２がそれぞれ設けられたものとなっている。補強
部１５１～１６０，１７０～１７８，２５０～２６２，２７０～２７２のうち、ある筋肉
又は靭帯を補強するための補強部１５１～１６０，１７０～１７８（補強部α）と、補強
部αが補強する筋肉又は靭帯に重なる他の筋肉又は靭帯を補強するための補強部２５０～
２６２，２７０～２７２（補強部β）は、随所において重なって配されている。補強部α
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と補強部βは、少なくともそれぞれの端部を除く部分において互いに分離されており、独
立して伸縮することができるようになっている。
【００３０】
　補強部α（補強部１５１～１６０，１７０～１７８）と補強部β（補強部２５０～２６
２，２７０～２７２）を設ける場所は、着用者の筋肉又は靭帯に沿う部分であり、補強部
αが補強する筋肉又は靭帯と、補強部βが補強する筋肉又は靭帯とが互いに重なって配さ
れるのであれば特に限定されない。
【００３１】
　本実施態様の衣類３００において、補強部αは、図１と図２に示すように、舌骨下筋（
胸骨甲状筋、甲状舌骨筋、肩甲舌骨筋又は甲状腺挙筋）を補強するための舌骨下筋補強部
１５０と、大胸筋を補強するための大胸筋補強部１５１と、腹横筋を補強するための腹横
筋補強部１５２と、上腕二頭筋を補強するための上腕二頭筋補強部１５３と、長掌筋を補
強するための長掌筋補強部１５４と、短内転筋を補強するための短内転筋補強部１５５と
、長内転筋を補強するための長内転筋補強部１５６と、大内転筋を補強するための大内転
筋補強部１５７と、大腿二頭筋を補強するための大腿二頭筋補強部１５８と、半腱様筋を
補強するための半腱様筋補強部１５９と、腓骨筋を補強するための腓骨筋補強部１６０と
、小菱形筋を補強するための小菱形筋補強部１７０と、大菱形筋を補強するための大菱形
筋補強部１７１と、頚板状筋を補強するための頚板状筋補強部１７２と、棘上筋を補強す
るための棘上筋補強部１７３と、棘下筋を補強するための棘下筋補強部１７４と、小円筋
を補強するための小円筋補強部１７５と、上腕三頭筋を補強するための上腕三頭筋補強部
１７６と、脊柱起立筋を補強するための脊柱起立筋補強部１７７と、ヒラメ筋を補強する
ためのヒラメ筋補強部１７８とで構成している。
【００３２】
　一方、補強部βは、図３と図４に示すように、胸鎖乳突筋を補強するための胸鎖乳突筋
補強部２５０、三角筋を補強するための三角筋補強部２５１、腹直筋を補強するための腹
直筋補強部２５２、外腹斜筋を補強するための外腹斜筋補強部２５３、尺側手根屈筋を補
強するための尺側手根屈筋補強部２５４、とう側手根屈筋を補強するためのとう側手根屈
筋補強部２５５、縫工筋を補強するための縫工筋補強部２５６、殿筋（中殿筋、大殿筋又
は大腿筋膜腸筋）を補強するための殿筋補強部２５７、大腿四頭筋（内側広筋、大腿直筋
、外側広筋又は中間広筋）を補強するための大腿四頭筋補強部２５８、膝蓋骨を補強する
ための膝蓋骨補強部２５９、内側頭腓腹筋を補強するための内側頭腓腹筋補強部２６０、
膝蓋支帯を補強するための膝蓋支帯補強部２６１、前脛骨筋を補強するための前脛骨筋補
強部２６２、僧帽筋を補強するための僧帽筋補強部２７０、広背筋を補強するための広背
筋補強部２７１、外側頭腓腹筋を補強するための外側頭腓腹筋補強部２７２とで構成して
いる。
【００３３】
　補強部βが補強する筋肉はいずれも、体表に近いところにある表層筋となっており、補
強部αが補強する筋肉はいずれも、表層筋の下側に存在する深層筋となっている。このよ
うに、補強部αが補強する筋肉と、補強部βが補強する筋肉とを、表層筋と深層筋とで明
確に区分することにより、身体被覆地（第一被覆地１００及び第二被覆地２００）に対し
て補強部αや補強部βを配置しやすくすることが可能になる。また、着用者の表層筋と深
層筋をさらにしっかりと保護又は鍛錬することも可能になる。
【００３４】
　補強部α（補強部１５１～１６０，１７０～１７８）は、図１と図２に示すように、第
一被覆地１００に一体化されており、補強部β（補強部２５０～２６２，２７０～２７２
）は、図３と図４に示すように、第一被覆地１００に重なって配される第二被覆地２００
に一体化されている。第一被覆地１００と第二被覆地２００とをどのような順序で重ねる
のかは特に限定されないが、本実施態様の衣類３００においては、表層筋を保護又は鍛錬
する補強部αが一体化された第一被覆地１００を、深層筋を保護又は鍛錬する補強部βが
一体化された第二被覆地２００の上側（外側）に重ねている。
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【００３５】
　第一被覆地１００における補強部α以外の部分（非補強部α’）と、第二被覆地２００
における補強部β以外の部分（非補強部β’）はいずれも、伸縮性を有する素材で形成さ
れており、第一被覆地１００と第二被覆地２００は、着用者の身体に密着して着用される
ものとなっている。このため、第一被覆地１００と第二被覆地２００は、互いに固定する
ことなく、重ね着しただけの状態であっても、補強部αや補強部βを着用者の筋肉や靭帯
に沿う部分に位置決めすることができるようになっている。しかし、衣類３００の着用の
しやすさなどを考慮すると、第一被覆地１００と第二被覆地２００は、その一部で互いに
固定することが好ましい。
【００３６】
　第一被覆地１００と第二被覆地２００とを固定する場所は、補強部αと補強部βとが重
なった部分（それぞれの端部を除く）以外であれば特に限定されないが、補強部αの端部
又は補強部βの端部となる部分で互いに固定すると好ましい。これにより、第一被覆地１
００と第二被覆地２００とを互いに固定しても、補強部αと補強部βとを独立して伸縮さ
せることが可能になる。このような場所としては、第一被覆地１００や第二被覆地２００
における着用者の関節に重なる部分（関節被覆部）が例示される。筋肉は、その両端部（
腱）が関節付近で支持されているものが多く、関節を跨って伸縮するものは少ないからで
ある。
【００３７】
　具体的に、第一被覆地１００と第二被覆地２００とを固定する関節被覆部としては、着
用者の首関節に重なる首関節被覆部、着用者の肩関節に重なる肩関節被覆部、着用者の肘
関節に重なる肘関節被覆部、着用者の手首関節に重なる手首関節被覆部、着用者の股関節
に重なる股関節被覆部、着用者の膝関節に重なる膝関節被覆部、着用者の足首関節に重な
る足首関節被覆部などが例示される。
【００３８】
　本実施態様の衣類３００において、第一被覆地１００と第二被覆地２００は、図１～図
６に示すように、首関節被覆部Ａと、手首関節被覆部Ｂと、足首関節被覆部Ｃとで互いに
固定している。このように、第一被覆部１００と第二被覆部２００とを、襟、袖、裾とい
ったように衣類３００の開口端となる部分で固定することによって、襟や裾や袖が捲れに
くくすることも可能になる。
【００３９】
　第一被覆地１００における補強部αと、第一被覆地１００における非補強部α’は、補
強部αの伸び率が非補強部α’の伸び率よりも小さくなるのであれば、その形成の仕方は
特に限定されない。例えば、第一被覆地１００に別の生地を重ねて固定し、その別の生地
が重なった部分を補強部αとし、それ以外の部分を非補強部α’とする方法や、第一被覆
地１００における補強部αとなる部分を、非補強部α’よりも伸び率の小さな別の生地で
切り替える方法などが挙げられる。
【００４０】
　しかし、第一被覆地１００の軽量化や強度の向上を図るためには、第一被覆地１００を
編地又は織地によって形成し、第一被覆地１００における補強部αの編み方又は織り方と
非補強部α’における編み方又は織り方とを切り替えると好ましい。これにより、補強部
αを薄く形成して第一被覆地１００を軽量化するだけでなく、補強部αと非補強部α’と
を継ぎ目の無い状態で形成することも可能になるので、第一被覆地１００の強度を向上す
ることもできる。
【００４１】
　本実施態様の衣類３００において、第一被覆地１００は、補強部αと非補強部α’とを
連続した編地によって形成しており、補強部αと非補強部α’とでその編み方を変えてい
る。第二被覆地２００における補強部βと非補強部β’についても、第一被覆地１００に
おける補強部αと非補強部αと同様である。
【００４２】
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　具体的に、補強部αや補強部βの伸び率をどの程度に設定するのかは、衣類３００の用
途と、筋肉や靭帯にかかる負担や、第一被覆地１００や第二被覆地２００に要求される強
度などとの兼ね合いによって適宜決定され、特に限定されない。
【００４３】
　しかし、補強部αや補強部βの伸び率を小さくしすぎると、筋肉や靭帯に過度な負担が
かかるおそれがある。このため、補強部αや補強部βの伸び率は、通常、それぞれ１１０
％以上とされる。補強部αや補強部βの伸び率は、それぞれ１２０％以上であると好まし
く、１３０％以上であるとより好ましい。
【００４４】
　一方、補強部αや補強部βの伸び率を大きくしすぎると、筋肉や靭帯を補強する効果が
低下するおそれがある。このため、補強部αや補強部βの伸び率は、通常、それぞれ２０
０％以下とされる。補強部αや補強部βの伸び率は、それぞれ１９０％以下であると好ま
しく、１８０％以下であるとより好ましい。
【００４５】
　また、非補強部α’や非補強部β’の伸び率は、補強部αや補強部βよりも大きければ
特に限定されない。非補強部α’や非補強部β’の伸び率は、衣類３００の用途と、第一
被覆地１００や第二被覆地２００に要求される強度や、着用者に加わる圧迫感などとの兼
ね合いによって適宜決定される。
【００４６】
　しかし、非補強部α’や非補強部β’の伸び率を小さくしすぎると、衣類３００を着用
した際に着用者が圧迫感を感じるおそれがある。このため、非補強部α’や非補強部β’
の伸び率は、通常、それぞれ２００％以上とされる。非補強部α’や非補強部β’の帯率
は、それぞれ２１０％以上であると好ましく、２２０％以上であるとより好ましい。
【００４７】
　一方、非補強部α’や非補強部β’の伸び率を大きくしすぎると、非補強部α’や非補
強部β’が伸びすぎて、所望の効果が奏されなくなるおそれがある。このため、非補強部
α’や非補強部β’の伸び率は、通常、それぞれ３００％以下とされる。非補強部α’や
非補強部β’の伸び率は、それぞれ２９０％以下であると好ましく、３００％以下である
とより好ましい。
【００４８】
　以上、本実施態様の衣類３００は、表層筋を補強するための補強部αが設けられた第一
被覆地１００と、深層筋を補強するための補強部βが設けられた第二被覆地２００とが、
異なる層に設けられており、第一被覆地１００と第二被覆地２００は、首関節被覆部Ａと
手首関節被覆部Ｂと足首関節被覆部Ｃのみで固定（縫着）されており、他の部分において
は重なっただけの状態となっている。このため、表層筋を補強するための補強部αと、深
層筋を補強するための補強部βとが、互いに干渉しあうことなく、独立して伸縮すること
ができるようになっており、着用者の表層筋と深層筋とを好適に保護又は鍛錬することが
できるようになっている。
【００４９】
　本発明の衣類３００は、着用者の筋肉や靭帯を保護することが要求される様々な用途に
使用することができる。例えば、被介護者を介護する介護者が着用するための介護用衣類
や、重い荷物などを運搬する際の作業着や、スポーツを行う際に着用するスポーツウェア
などとして好適に使用することができる。また、筋力の低下した高齢者や患者などが着用
するものとしても適している。
【００５０】
　本発明の衣類３００をこのような用途に用いる場合には、流体圧チューブ（内部の流体
圧（典型的には空気などのガスの圧力）を昇降させることにより、伸縮や屈曲など、その
形態を変化させるチューブ）などのアクチュエータを補強部αや補強部βに沿って取り付
けることも好ましい。この場合、アクチュエータは、着用者の動作を助ける方向に駆動さ
せる。これにより、着用者の筋力を補うことが可能になる。このようにアクチュエータの
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取り付けられた衣類は、パワーアシストスーツと呼ばれている。
【００５１】
　このほか、本発明の衣類３００は、着用者の筋肉や靭帯を保護するだけでなく、着用者
の筋力などに意識的に負荷がかかるようにして、着用者の筋力の増強を図るもの（いわゆ
るトレーニングスーツやリハビリスーツなど）としても用いることができる。本発明の衣
類３００をトレーニングスーツやリハビリスーツとして用いる場合には、衣類３００をそ
れ以外の用途で使用する場合よりも、補強部αの伸び率や補強部βの伸び率を低目に設定
すると好ましい。
【００５２】
　また、上記の流体圧チューブなどのアクチュエータを補強部αや補強部βに沿って取り
付けることも好ましい。この場合、アクチュエータは、着用者の動作に負荷をかける方向
に駆動させる。これにより、着用者の筋肉により適切な負荷をかけることが可能になり、
本発明の衣類３００を、トレーニングスーツやリハビリスーツとしてより好適に用いるこ
とができるものとすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の衣類における第一被覆地を示した正面図である。
【図２】本発明の衣類における第一被覆地を示した背面図である。
【図３】本発明の衣類における第二被覆地を示した正面図である。
【図４】本発明の衣類における第二被覆地を示した背面図である。
【図５】本発明の衣類（図１の第一被覆地と図３の第二被覆地とを重ねた状態）を示した
正面図である。
【図６】本発明の衣類（図２の第一被覆地と図４の第二被覆地とを重ねた状態）を示した
背面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１００　　第一被覆地（身体被覆地）
　１０１　　非補強部α’
　１５０　　舌骨下筋補強部（補強部α）
　１５１　　大胸筋補強部（補強部α）
　１５２　　腹横筋補強部（補強部α）
　１５３　　上腕二頭筋補強部（補強部α）
　１５４　　長掌筋補強部（補強部α）
　１５５　　短内転筋補強部（補強部α）
　１５６　　長内転筋補強部（補強部α）
　１５７　　大内転筋補強部（補強部α）
　１５８　　大腿二頭筋補強部（補強部α）
　１５９　　半腱様筋補強部（補強部α）
　１６０　　腓骨筋補強部（補強部α）
　１７０　　小菱形筋補強部（補強部α）
　１７１　　大菱形筋補強部（補強部α）
　１７２　　頚板状筋補強部（補強部α）
　１７３　　棘上筋補強部（補強部α）
　１７４　　棘下筋補強部（補強部α）
　１７５　　小円筋補強部（補強部α）
　１７６　　上腕三頭筋補強部（補強部α）
　１７７　　脊柱起立筋補強部（補強部α）
　１７８　　ヒラメ筋補強部（補強部α）
　２００　　第二被覆地（身体被覆地）
　２０１　　非補強部β’
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　２５０　　胸鎖乳突筋補強部（補強部β）
　２５１　　三角筋補強部（補強部β）
　２５２　　腹直筋補強部（補強部β）
　２５３　　外腹斜筋補強部（補強部β）
　２５４　　尺側手根屈筋補強部（補強部β）
　２５５　　とう側手根屈筋補強部（補強部β）
　２５６　　縫工筋補強部（補強部β）
　２５７　　殿筋補強部（補強部β）
　２５８　　大腿四頭筋補強部（補強部β）
　２５９　　膝蓋骨補強部（補強部β）
　２６０　　内側頭腓腹筋補強部（補強部β）
　２６１　　膝蓋支帯補強部（補強部β）
　２６２　　前脛骨筋補強部（補強部β）
　２７０　　僧帽筋補強部（補強部β）
　２７１　　広背筋補強部（補強部β）
　２７２　　外側頭腓腹筋補強部（補強部β）
　３００　　衣類
　　　Ａ　　首関節被覆部
　　　Ｂ　　手首関節被覆部
　　　Ｃ　　足首関節被覆部

【図１】 【図２】
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